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リーガルサポートシステム（企業法務専門支援員制度）のご案内 
 

   商工会では弁護士資格を持つ企業法務専門支援員を常時設置し、会員の皆様からの法律相談に無料で応じる  

制度があります。請負契約、債権回収、相続関係、連帯保証人、時効制度等のご相談や身近な法律相談（事業

以外の相談も可）まで、気軽にご利用ください。相談予定日は毎月第一金曜日です。  

        次回相談予定日  平成２７年１０月２日（金） 午前１０時 ～ 午後４時  

 ■ご相談を希望される方は、商工会本所または最寄の支所まで事前にお申し込みください。 
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  平成２７年１０月５日以降にマイナンバー（個人番号）が「通知カード」により通知されます。この「通知カード」は、住民票

の所在地に簡易書留で送付されます。住民票の住所と異なるところに住んでいる人は、通知を確実にお受け取りいただ

けるよう、住んでいるところに住民票を異動させてください。また、平成２８年１月より制度の利用が開始されるため、事業

所では税と社会保障関係で従業員（扶養親族を含む）よりマイナンバーを収集する必要があります。マイナンバー通知

カードの確実な受け取りと保管を従業員の方にも周知をお願いいたします。 
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お申し込みは  

商工会本所まで 

(電話:45-2210) 

 

       

 
      ● 経営講習会のご案内 ● 
   今こそ活かしたい！ ～松下幸之助に学ぶ“商いのこころ”～ 
     

               

                    

              
 

      



        次回の 会員一斉訪問実施予定日は １０月１日（木） です  
 

  

 ☎ 45- 2210  

          《貸 付 金 利 の 状 況》      （平成２７年９月１日現在） 

日本政策金融公庫 
 普通貸付 １．３０％～２．９０％   → 

 経営改善貸付 （無担保・無保証人） １．２５％   → 

三重県融資制度  小規模事業資金 （第三者保証不要・別途保証料） １．６０％   → 

商工貯蓄共済制度 
 一般 （保証料不要） １．６７５％～２．０７５％   → 

 保証協会保証付 （別途保証料） １．５５％   → 
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記帳継続指導個別相談会のお知らせ 
 

      

            
            

             

      
         

   
         

 

 

 
 

 

  平成２７年度第２回みえ地域コミュニティ応援ファンド助成金、第２回みえ農商工連携推進ファンド助成金の募集が平成２７ 

 年９月２４日（木）から１０月２３日（金）まで行われます。 事業説明会が下記により実施されます。 

  ■  

    「地域資源を活用するビジネス」、「地域課題を解決するビジネス」を創出するための初期必要経費を支援します。 

    地域資源活用型には製造業を対象に新商品・新技術開発を助成する「ものづくり部門」があります。 

      助成限度額  地域資源活用型（ものづくり部門含む）： ４００万円  助成率 ２／３以内  

                地域課題解決型：              ２００万円  助成率 ２／３以内              

    

     中小企業者と農林漁業者が連携してお互いの経営資源を活用した取り組みを資金面から支援します。 

       助成限度額  一般型：                    ４００万円  助成率 ２／３以内 

                 産学官共同開発型：    ５００万円  助成率 ２／３以内      

     

         

                      

      
                       

※お問い合わせ・お申し込みは  

   三重県産業支援センター 

       Tel ０５９－２２８－３５８５ 

    Fax ０５９－２２８－３８００ 

 
 

 伊賀市では、市内の商業の活性化を図るため、事業者が、地域の特色を活かした魅力ある店舗づくりを実施するために要

する経費等（店舗改装費や新商品開発、販路拡大等にかかる費用）に対して補助金を交付します。 
 

        対象事業  ①空き店舗等活用支援事業    ②個店魅力向上事業 

        対 象 者  伊賀市内に事業所を有する個人または法人（大型店入居・フランチャイズ加盟を除く） 

        補助率等  ①空き店舗等活用    必要経費の１/２  中心市街地 １００万円以内 

                                           地域拠点等  ７０万円以内 

                ②個店魅力向上事業  必要経費の１/２  中心市街地   ４０万円以内    

                                            地域拠点等  ３０万円以内 

        募集締切  平成２７年９月３０日（水） 午後５時 

        問合せ先  伊賀市役所産業振興部商工労働課 TEL ０５９５－２２－９６６９ 


